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「人の死Jは実在するか

和佐谷維昭

問題の所在

(1) realismとrelativism

(i) かつてフィロソフィとはイデアを探究することであった。いまや

それはイデアの解体をめざす。なぜこのような変化が生じてきたのか。

文化人類学や歴史学などの諸学が示すように、ひとことで言えば、価値

の相対化の故であろう。

プラトンの描くソクラテスは、プロタゴラスの周知の説、「あらゆるも

のの尺度であるのは人間だ。あるものについては、あるということの、

あらぬものについては、あらぬことの」、これを批判する。

批判のまず第一点は、ある人にとってあることについての思いなしは

真であっても、他の人が、しかも多数の人がそれを虚偽と判断すれば、

ある人の思いなしの真であることが数の上で否定される。

このようにソクラテスは批判するが、しかし、この批判の基準となっ

ているのは多数の思わく・判断であるから、ソクラテス自身この基準を

採用することはできないにちがいない。ソクラテスは、ことあるごとに

その道の専門家の思いなしを尊重するからである。例えば、体育の練習

であれば体育家や医者の思いなしに従わねばならないとするように。

批判の第二点は、「たいへんややっこしいことがある」点で、それはプ

ロタゴラスの考え方の前提に存する。すなわち、各人は自らの思いなし

が真であると判断する、したがって、プロタゴラスと反対の思いなしを

する人が、プロタゴラスの思いなしは虚偽であると判断すると、プロタ

ゴラス説の前提そのものが崩れる、というものである。
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ソクラテスによるこの批判は、プロタゴラス説は感覚知識説である、

すなわち「ものは各人に現れる(感覚される)ようにある(存在する)J 

とすることに伴う問題一感覚は知識であるかーのほかに、「ややっこしいj

問題がある、というものである O つまり、各人の思いなしが真だとする

と、各人すべての思いなしは真であり、議論の必要もなく、愛知(philosophy)も

否定される。ヘラクレイトスの徒クラテュロスにいたっては、「ついには

なにごとも語るべきではないと考えられ、わずかに指頭を動かしうるの

みであった」という。このことは、別様に見ると、プロタゴラス説は(感

覚論的)相対主義だということに他ならない。この相対主義こそ真知を

求めるソクラテスの立場一真知の「真」が問題だが からすると眼の上

のたんこぶとなる。

(ii) さて、なぜ、この相対主義が眼の上のたんこぶになるのか。理由は

明らかなようではあるが三つの視点からいま一度見ておこう。

最初の理由は、ソクラテスの問答法にある。対話篇の多くに見られる

問答法は、ことがらをAかBかに二分し、対話者にそのどちらか一方を

選択させる方法である。

「ところで、思慮ある人の思いなしはためになるけれども、思慮のな

い人のは、ためにならないのではないかね。j

「人間が思いなすところのものは常に真なのだとするか、それともま

た真のこともあるが偽のこともあるとするか、どっちでしょう。J

「それはそうと、ものをいえば、本当のことを言うか、それとも、も

のを言わないか、このどちらかでなくちゃならないのですね。」

この「どちらかでなくちゃならない」という二者択一的問答法・思考

法が相対主義を許容しないのである。しかし、この問答法が成り立つた

めには問答そのものの前提や用語(ことば)に暖味さがあってはならず、

ソクラテスの問答ではこの点必ずしも明瞭でない。例えば用語でみても、

「思慮ある人JI思慮のない人J(rクリトンJ)、「真JI偽JUテアイテト

スJ)、「本当のことJ(rエウテュデモスJ)などはその暖味さの最たるも
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のである。「思慮あるJr真・偽Jr本当jということばそのものが問われ
ているのである。

第二の理由は、ことがらをAあるいはBに二分し、二者択一を迫るソ

クラテスのこの問答法は、当然ながら、真偽というこ値論理に結びつい

ている、ということである。命題「パラは赤いJ(A)が真であれば、命

題「パラは赤くないJ(B)は偽である。矛盾律に従えばここには真偽と

いう二値しかない。しかし、「パラが赤いと同時に赤くないということは

あり得ない」と言ったところで、論理的にはそれは当然だとしても、日

常生活においては新しい情報を何らつけ加えない。むしろ、日常生活で

は、「パラJr赤い」がいかなる文脈のもとで使用されているか、他のこ
とば「茨Jr桃色Jとはいかなる差異を示しているか、そのようなことが
問題となる。

第三の、相対主義がソクラテスにとって眼の上のたんこぶになる理由

は、命題を真偽に二分類するというこ値論理は、偽を偽として排除する

からつづまるところ真理は一つだというー値論理(? )に帰趨する、と

いう考え方にある。ソクラテスが、相対主義を眼の上のたんこぶとする

もっとも基本的な理由はここにある。さらに、相対主義に付随すること

がらとしては、真理は各人において、各状況において多様であるから、

各人はことを選択するにあたり不安を感じニヒリズムに陥るかも知れな

い、ということがある。また、社会秩序も失われ、混乱することも考え

られる。ソクラテスは、まさしくこうした社会状況にあって市民教育に

身を挺したといえよう。

プラトンの描くソクラテスは例えば次のように議論を進めるだろう。

「ノfラは赤い」というとき、「赤いjにはさまざまな程度がある。現象

としてみると、例えば「白jの割合いが限りなく多い状態から限りなく

少ない状態へ、すなわち「うすい桃色のj状態から「濃い桃色の」状態

へ、その間連続していて区分・分節することはできない。そうすると「こ

のパラは赤い」となぜ、判断できるのか、どこまでが「桃色の」状態でど
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こからが「赤い」状態だと分節できるのか、その判断基準をこの現象の

連続する変化に見いだすことは不可能である。そこでソクラテスは「赤

そのものJr赤のイテーァ」を考案する O このイデアは現象「パラは赤いJ
を根拠づけ、その判断の真であることを根拠づける。このイデアを根拠

・基準にして判断は真偽へとふり分けられ、現象世界は認識される。上

述のように相対主義を論駁できるとする。

もちろん、このソクラテス説に対しては多くの批判もあるが、上述と

の関連で言えば、それらのうちでも論点先取の車偽をおかしている点が

重要である。すなわち、判断基準としてもイデアが実在するか否かでは

なく、議論の仕方に問題がある。

(2) I人の死Jについて

平成9年(l997年)6月17日に国会において可決、同年10月168に施行

された「臓器移植法」においては、「人の死」には少なくとも二種類認め

られている。そのうちの一つは伝統的な心拍停止・自発呼吸停止・瞳孔
岬

散大のいわゆる三徴候により判定される死(心臓死)である。他の一つ

は「脳死」で、「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと

判定されたJ(臓器移植法第6条2項)死だとする。ただし、同条3項で

は、 r(脳死の)判定は、臓器提供の意思表示に併せて判定に従う意思を
書面で表示し、告知を受けた家族が判定を拒まないときまたは家族がい

ないときに限り行うことができるJと、脳死判定を行う際の条件を付し

ている。この条件っきであることに特に着目すれば、心臓死と脳死は「人

の死」として並置されるのではなく、後者はかなり特殊な「人の死」だ

といえる O とりわけ、脳死に、本人の意思、家族の一家族の範囲も問題

となるが意思が反映される点で特殊な「人の死」である。

さて、本論では、この「人の死」の問題を、前述の古典的な相対主義

批判を参考に論じる。主たる論点は、 (1)I人の死」は実在するか、その

議論の仕方について、 (2)実在すると考える場合の考え方の長短、 (3)実在
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しないと考える場合の考え方の長短、である。

2 r人の死jは実在するか

(1) r人の死jから「人」および「死」へ
(i)例えばベットとして飼育している金魚の死。病気になった金魚はそ

のからだの一部分が腐敗し、ついにはそのからだが硬直して死んだこと

を確認できる O ここではもっぱら金魚の生理的・生物的死についてみて

いる。つまり金魚の何であるか、その本質を問題にすることはまずない。

金魚の本質は問題に値しないとみているからである。(金魚が愛猫、愛犬

になると事情はかわるだろう。)

次に神についてはどうか。「神は死んだ」、神自らが死すにせよ、人聞

が神を殺すにせよ、その前に神は身体を有し死す(ことのできる)もの

だろうか。「神は死んだ」とはいえ、その死体を見ることはなく、そもそ

も神とは何なのか。この間いに対する答えは一義的ではない。ただこの

場合言えることは、神が何であれそれを受容している人聞が、神の死に

よってなんらかの精神的・心理的変容をきたす、ということである。つ

まり、神の死が人間の側において受け止められ評価されているというこ

とである O

金魚の死、神の死から、「死」にまつわる二つの要素をとり出すことが

できる。一つは生理学的・生物学的な生体の死であり、他の一つは、神

の死に見るように、死を受けとめる人間の側における精神的・心理的、

ときには身体的影響・変容である。この場合は神に対する人間の評価、

神とはなにか、が特に問題となる O もっとも、金魚の生理学的・生物学

的死といえども人間の行う分節・評価であるし、また人によれば金魚の

何であるかを問うかも知れない。

(ii) r人の死」についてはどうか。「ヒトの死」と見ると、ヒトも金魚、も
生物分類上は動物であり、生体の死が考えられる。ただし、生体の機能
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死・器質死はいずれも時間の連続して経過するなかで生じるから、いつ

死が始まるかについては答ええない。

これは前述した色彩の例に準ずる。「パラは赤い」と判断するとき、赤

は白との混合の割合で言えばどこまでが白でどこからが赤となるのか。

連続した色彩の変化においてはどこから赤が始まるのか、またどこで終

了するのか不明である。ソクラテスは、この点、「赤そのものJr赤のイ
デア」を認識し、それを基準とすることで解決しようとした。しかし前

述したように、この解決法は、現象としてみるかぎり未だ不明の「赤そ

のものjを基準に「パラは赤いJの判断を行おうとするのであるから、

論点失取の虚偽をおかしている。一方に現象界、他方にイデア界という

二世界説に立てばこのような議論となる。(もっともソクラテス自身、正

義について、知について、エロースについて等々、こうした議論で成功

しているかというと、それは否である。)

単純と思われる生体、身体上の死ですら、ことはそれほど簡単ではな

いのに、「人の死Jr人間の死」ということになれば、事情はさらに複雑
帥

となる。

「人Jr人間(ジンカン)Jは多様に用いられる。「人を馬鹿にするな」
「人のことは放っといてくれ」の「人」は(他人から見た) r自分」のこ
とである。「人の噂も七五日Jr人のふり見て我がふり直せ」の「人」は
「他人Jr世間jである。「うちの人」の「人」は「夫」であり、「人とな
る」の「人jは「成人」である or人は見かけによらぬもの」の「人」は
「人柄Jr人格」であるし、「人はパンのみにて生くるにあらず」の「人J
は、一面が強調された特殊化された人である。

「人間jについても同様である。「人の住む所。世の中。世間。じんか

んJやr(社会的存在としての人格を中心に考えた)ひと。また、その全
体」、さらに「人物。人がらjなどがあげられる(r広辞苑J)。この「人」
「人間Jの多様な用法を整理しようとすれば「人そのものJr人間そのも
の」を構想するか、合理的な定義を行うしかない。
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(i砂上述したように、「死Jr人」それぞれがこれほどに多様・多義的に
用いられているのだから、「人の死」についての共通の理解はいっそう困

難である。したがって、「人の死」についての定義が当面の問題となる。

「人の死」の定義に先だ、って、「定義」についてみておこう。
国

ことば・用語の定義は、その定義を必要とするその目的によりその観

点、から行われざるをえない。当然、定義の方法にも関る。定義に際して

の一般的な制約としては、歴史的社会的条件ならびに主観的条件が考え

られる。前者としては世論、学会で承認された学説、 τ'h.クーンが提唱し

た「パラダイム」などを、後者としては個人の価値観や諸事象に関する

認識能力などをあげえよう。

さて、その上で定義を検討してみる。定義は次のように定義される。

「言葉やその意味、対象を他の言葉や意味、対象でおきかえて規定、

説明し、日常的、学問的な理解に役だてることを目的とした広義の手続

きをいう。J(r哲学事典j、平凡社)

この辞典によると、定義の分類は、 A.表現・目的による、 B.方法

による、とされ、さらに前者は名目的 (nominal)と実質的 (real)に、後

者は直示的 (ostensive)、分析的 (analytic)に区分される。名目的定義に

ついては、約定的 (stipulativ)と辞書的(lexicographica1)に区分されてい

る。

たとえば、周知の G.E.ムアの善の定義に関する議論では、実質的定義

が採用されている。ムアの求める定義とは、「あることばによって意味さ

れている対象または観念の真の性質を叙述する」ことであって、「単にこ

とばがいかなる意味に用いられているかを示す」ことではない。すなわ

ち、「ある一定の全体を恒常的に構成している諸部分がいかなるものであ

るかを述べる定義」であって、 r(定義するものの)任意的なことばの定

義j一一これは約定的定義に相当しようーーでもなければ一般的な語の

用法である「本来の意味でのことばの定義」一一ーこれは辞書的定義に相

当しようーーでもない。ムアは、ことばの意味する対象または観念が実
同



-202-

在するとし、その対象または観念の実在により被定義項を定義するので

あるから、実質的 (reaJ)定義となる。この定義の仕方については、後述

するように、次の問題点を指摘できる。

「実在的定義は、被定義項も定義項をも、単に、言語、記号でなく、

記号をこえて、それが指示するものとしているが、この指示される当の

ものが、単に言葉の意味ではなく、経験的もしくは非経験的に存在する

ものと考えられているときには、その定義の有効性としたがって成立の

実質的根拠とは、そもそも、かような対象の実在に依存している。」
同

換言すれば、実質的定義は、認識論的、存在論的問題に関連してくる

のである。この点については後述する。

(2) I人の死」は実在するか、あるいは「人の死」は実在するかと問う

ことについて

「人の死jについての一つの定義を例として考えてみる。

「身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保ちな

がら、それぞれ精神的・肉体的活動や体内環境の維持(ホメオスタシス)

等のために合理的かっ合目的的に機能を分担し、全体として有機的統合

性を保っている状態を f人の生jとし、こうした統合性が失われた状態

を持って死とする」。
岬

この脳死臨調答申における「人の死」の定義の矛盾・不明瞭さについ

てはすでに触れたことがある。要点は次のようである。

(a)lr人の死lというのは、何よりも人の身体に生じる現象であるから、

その理解に当たってはまず医学、生物学的知見に基づくべきものと考え

るのが自然であろう。」

(b)1しかし一方、『死jとはこうした身体上の生理的現象にとどまらず、

人々の価値観を前提としたいわば一つの文化的現象でもある。(中略)し

たがって、『人の死jの定義は、単に医学的な見方のみから考えるのでは

足りず、より広く哲学、宗教、倫理学、社会学、丈化人類学等の様々な
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立場から総合的に考えられるべきである。J(強調点、引用者)

(c) rしかし、人々が死に対してどのような立場に立つにせよ、死に対
する理解の基礎に医学あるいは生物学的な知見が置かるべきことは立場

を越えて認められるであろう。J(強調点、引用者)

(a)と(b)をつなぐ逆接接続詞「しかしjの使用はよく理解できる。 (b)で

は、「人の死」は、現象としてみれば生理的現象であるとともに文化的現

象である、とされている。学問領域では、医学・生物学的立場と哲学・

宗教等の立場との総合によって考えられるべきとされているからである。

ところが、 (c)にみる冒頭の「しかしjは、この「人の死」が文化的現象

であること、したがって、哲学・宗教等の立場が関与することを否定し、

論点を(a)にヲ|き戻す結果にさせている。要点は、「人の死Jの理解には、

「医学あるいは生物学的知見が置かるべき」となる。

この脳死臨調答申にみる議論から、この小論での問題関心についてい

えば、とりあえず次の三点を指摘しておけばよい。まず第一点は、「人の

(生)死」が、生理的現象と文化的現象といういわば二層構造において

とらえられていること、第二点は、したがって、その定義は、二層構造

の関係が明瞭にされないかぎり、暖味、二義的である。第三点は、「人の

死」は、定義により変更されるということ、である。以下、それぞれに

ついてみてみよう。

(i) まず第一点に関してであるが、人聞を層的構造としてとらえるの

は心身二元論をはじめ多々見られる。アリストテレスは、栄養的部分、

感覚的部分、思考的部分の三部分に分け、例えば栄養的部分は、感覚的

部分、思考的部分を基礎づけ、その基礎づけ関係一一N.ハルトマンの用語

にならば「下からの (vonunten her) J基礎づけ関係一ーが逆倒すること

はない。 M.シェーラーも感覚的、生命的、精神的、聖的構造とし、 N.
岨

ハlレトマンは、無機的(物理的)存在、有機的存在、心的存在、精神的

存在の困層構造とする。ただし、シェーラーとハルトマンは、層と層と
悼

の聞の基礎づけ関係を一一各々の価値論に即して見れば一一一前者は上か
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らの (vonoben her) J、後者は「下からの (vonunten her) Jそれとしてい

る。そして、ハルトマンはシェーラーの「上からの」基礎づけ関係を形

而上学的と批判する。

シェーラーにしてもハルトマンにしても、いずれの層を基礎(づける

層)とするかは、対象(諸層)に対する評価者の評価のあらわれであり、

対象の性質ではないことに注意すべきである。すなわち、N.ハルトマンの

基礎づけ関係を例にとると、無機的存在が他の三つの存在層を基礎づけ

るとするが、それは、無機的存在そのものが基礎的であるというのでは

なく、Nハルトマンがそのように評価するーーもちろん、一定の手続きに

もとづいてではあるが一一ーということなのである。

(ii) 次に第二点について。上述したように、人間構造の基礎を精神活

動とみるか生命活動とみるか、それは、一定の手続きに基づくとはいえ、

評価者の任意にすぎない。したがって、その任意性が他者、社会におい

て承認され妥当性をもつためには十分な議論が必要である。

「人の死jは、伝統的には心臓死として受け容れられてきた。いわゆ

る死の三兆候により「人の死jを判断してきた。これは議論するまでも

ないこととして社会が承認し、定義としてみれば辞書的定義である。

脳死を「人の死」とする場合はどうか。この考え方は日本の伝統的文

化にはなかったもので、日本国内で、脳死体から臓器摘出・移植を行う
国

という要請とともに導入されたといえる。したがって、脳死を「人の死」

とするとの定義は「約定的定義」となる。さらに、脳死体からの臓器移

植を行うことを目的に、伝統的な心臓死から脳死へと「人の死」の定義

変更をしようという提案であるから、脳死を「人の死jとするとの定義

は「説得的定義 (persuasivedefinition) Jでもある。説得的定義とは、 c.

L.スティーヴンソンによると、被定義項が記述的・情緒的であり、記述的
同

意味を変更しながら且つ情緒的意味は重大な変更を加えることなく、こ

れら二つの意味の相互作用により「人びとの態度の新しい方向づけを獲

得しようとして使用される」。
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それゆえ、「人の死」はそのものとして存在(実在)するのではない。

まず論理的にそれに先立つて、「新しい方向づけを獲得しよう」という説

得的定義があって、その定義のもとに「人の死」がわれわれに見えてく

る、現われてくるのである。医学・生物学的立場(生理現象としての死)、

哲学・宗教的立場(文化現象としての死)のいずれを優先させるかによ

り、「人の死」はわれわれにとっての見え方・現われ方は当然異なる。ど

ちらを優先させるかは、一定の手続きに従うならば、任意なのである。

この点に付言しておくと、臓器移植法にみるように、脳死の成立する、

脳死として承認される条件に本人および家族の同意、年齢制限、臓器提

供などが加えられていることからも、「人の死jがそのものとして存在す

ると見なすことは首肯しがたい。条件次第でかわる任意的なものである。

(iu) 最後に第三点について。「人の死Jは定義により変更されることに

ついては、 (ii)においてすでに部分的に言及した。

「人の死」の定義の問題は、「人」と「死」の定義の問題でもある。心

臓死を「人の死Jとするのは、「人Jを心臓の活動、したがって基本的に

身体全体の生命活動に見ている。脳死を「人の死」とするのは、「人jを

脳の活動のみに見ていて、全脳死であれば脳幹部も含め脳全体の活動に、

大脳死であれば大脳の活動に見ている。

ここに「人(の生)Jの分類が可能で、ある。

古来、「人間は理性的動物である」といわれてきた。そしてこの表現は

一つの命題であるとともに、人は理性という共通性質をもった動物であ

る、という一つの定義でもある(前掲『哲学事典J)。

理性という共通性質を見るまえに動物であることの機能が失われれば、

換言すれば運動を司どる大脳の機能が失われれば「人jでなくなるのか。

「人の死」であるのか。これに対して異論のあることは周知の通りであ

る。また、理性的機能、すなわち大脳、とりわけ前頭葉の機能が失われ

れば「人の死」といえるか。これに対してはいっそうの異論があって当

然である。そしてこれらの聞には量的あるいは質的程度の差においてさ
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まざまな段階があり、それらの段階に応じてさまざまな「人(の生)Jが

考えられる O 脳死状態であって人工呼吸器により生命活動を維持してい

る「人」、脳幹部は機能していても大脳死の状態にある「人J(いわゆる

「植物人間J)、脳の一部分に重篤な障害のある「人」等々。もちろん、

脳には障害がなくても理性の働きの点で、胎児、嬰児、幼児などの発達

段階においても同様のことが当て最る。
国

こうして見ると、「人間は理性的動物である」という表現(命題)は、

なんら人間の実質を表現している実質的定義ではなく、理性を備えた動

物と見なそうという方向づけをもった表現(約定的定義)である。さら

に、さまざまな段階の「人jのなかから理性的な働きを備えた存在のみ

を「人JI人間」と見なすべきだとの提唱(説得的定義)でもある。それ

は重要だとしても一面的、任意的な見方を表現しているにすぎない。

(iv) 以上(iXiiXiu)からの結論として、「人の死Jは実在Lない、と考える O

いっそう正確には、「人の死」は実在しない、との見方を選択する方がよ

り生産的な議論を可能にし、且つ実情にもかなっている。事実、法律上

は1997年6月に臓器移植法が成立し、それによって「人の死」の定義が

変更されたし、今後もその条件について変更されることは十分予想され

る。問題は次のことである。「人の死jの「人JI人間(ジンカン)Jは人

間関係であることを示す。「死jについてもたとえ生物学的・医学的死で

あってもいつから、どこから始まるかは観察者、評価者が決めることで

ある(身体そのものは判断しない)。まして「人の死」となると、生物学

的・医学的のみならず哲学的・宗教的判断、評価を免れえない。「人の死」

は評価者、人間によって評価され、すなわち定義(説得的定義)されて

はじめてわれわれの前に立ち現われてくるのである。死を身体から人間

の側に取り戻す、言い換えれば、死を身体の専門家から国民の側に取り

戻すことが要求される。したがって、前述したように、一定の手続きを

踏んでその定義を行っていく他ない。その一定の手続きは議論により定

められる。
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3 今後の課題一一結論にかえて一一

結論と今後の課題を素描しておきたい。

以上のように見るならば「人の死」の選択の幅はかなりひろがる。今

後の課題は「人の死」の説得的定義を行うこと、すなわち「人の死(生)J 

の価値を、種々多様な諸価値のなかに位置づけることである。この小論

ではその方向を示すにとどまるが、その際考慮すべきことを二点述べて

終りとしたい。

(1) 個体としての死

fA氏が死亡した」というとき、一般にはAという個人、さらには個

体が亡くなったと理解する。「個人」と「個体」が混同されている。脳死

臨調答申文にそれをみてみよう O

「近年の医学・生物学の考え方では、『人jを意識・感覚を備えた一つ

の生体システムあるいは有機的統合体としての個体としてとらえ、『人の

死Jと定義しようとするのが主流となってきている。」

「具体的には、身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依

存性を保ちながら、それぞれ精神的・肉体的活動や体内環境の維持(ホ

メオスタシス)等のために合理的かつ合目的的に機能を分担し、全体と

して有機的統合性を保っている状態を『人の生jとし、こうした統合性

が失われた状態をもって死とする考え方である。」

しかし、この答申文にみる「個人死」と「個体死」は明らかに異なる

ことはすでに述べた。答申文でも、魂が肉体から離れたときが「人の死」

をする考え方は、古今東西広く見られることを認めている(こうした考

え方は「しかし」により切り捨てられたが)。

さて、「人の死」を「個体死」とする見方は、既述の通り、適切でない。

「個体死」は、明らかに身体上に生じた実体としての死を前提した表現
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だからである。「人の死jを「個体死Jとする考え方に対して次のような

批判がある。

「個体死を死とする前提にあっては、死の成立に際して不可欠の主体

の存在が忘れさられており、関係性(死にゆく者と家族、医療スタッフ

等との関係性、引用者)が無視され、死者という対象の側だけが焦点化

しているのである。」
同

かつて「人の死」は、家族や地域共同体、国家社会で承認されてきた

ことでことばとして定着し、辞書的定義で通用してきた。しかし、いま

や科学技術の発達や文化的価値観の変化、人間関係の多様化に伴い、「人

の死」について多くの見解が述べられるようになった。現在ではかかる

事情に聞して辞書的定義は通用しなくなり、あらためて約定的定義とし

て、さらに説得的定義として主張され議論されている。強調すべきこと

は、生命に関して身体上に生じる変化、つまり個体死が「人の死jの基

準となるのではなく、「人の死」は、死にゆく人(当人)、その家族、地

域共同体、国家社会でどのように評価され承認されるかによって決めら

れる、ということである。しかも、「人の死」を決定する領域は、宗教、

個人倫理、社会倫理、法律等々、さらに、医学・生物学的、社会経済的

領域も加わり、さまざまな層的(価値)構造を構成している。身体上の

変化はまったく一つの説明要因にすぎないのである。

このことを言語表現の面でみると、繰り返しになるが、「人の死jの実
同

質的定義から名目的定義への変更、名目的定義のなかでも辞書的定義か

ら約定的定義への変更、さらに約定的定義のなかでも説得的定義でしか

ないこと、このことを確認しておかねばならない。

(2) I個」の解体

1994年10月に患者の権利宣言全国起草委員会によって発案された「患

者の権利宣言案jは、その第一条に次のように謡っている。

I (個人の尊厳)患者は、病を自ら克服しようとする主体として、その
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生命・身体・人格を尊重されます。」

この条文は、日本国憲法第一三条r(個人の尊重、生命・自由・幸福追

求の権利)すべて国民は、個人として尊重されるjに基づいている。ま

た、権利宣言案第五条には次のように記す。

r (自己決定権)患者は、前項(r知る権利」、引用者)の情報と医療従
事者の誠意ある助言・協力を得たうえで、自己の自由な意志に基づいて、

検査・治療その他の医療行為を受け、選択しあるいは拒否する権利を有

します。j

「個人Jr自己」が強調されるには歴史的背景がある。いわゆるパター
ナリズム、また、特に伝統的な「家制度」のもとでは患者は個人として

尊重され難い面があった。憲法二四条に「家族生活における個人の尊厳

と両性の平等Jをわざわざ掲げているほどである。にもかかわらず、あ

るいはそれゆえにこそ、この「個人Jr自己」をあらためて検討してみる
必要がある。

「自己」とはなにか。われわれは再びソクラテスの問い「汝自身を知

れ」に立ち帰る。ただソクラテスは、魂の世話をすればそこに理性的能

力が内在する、「人聞は理性的動物であるJという人間の実質的定義を行

うことができた。「自己Jに理性という人間の共通基盤を内在させること

ができた。また近世を代表する 1.カントやA.スミスにしても、それぞれ

の学問分野で自由を強調したが、「道徳法尉Jr神の見えざる手」という
ことばに見るように、一つの秩序(キリスト教)を背景にしていた。い

ずれにしても、「個人Jr自己」には、歴史的相対的な人間関係へと解体
できない、人間成立の根拠を前提することができたのである。

しかしいまや、われわれはその根拠を前提することはできない。普遍

的理性主義、キリスト教が一つの特殊な立場にすぎず、人間一般をひと

括りにする共通基盤を失ってしまったことが諸学の成果により明らかに

なったからである。それゆえ、共通基盤に支えられていたと考えられる

「個人Jr自己」を自覚的・意識的に解体し、あらためて検討・議論し、
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相対的な人間関係のなかでとらえ直さざるをえないのが現状である。「人

の死」について言えば、自己決定権の「自己jは生命を所有し処分する

権利主体ではなく一一あたかも財産を所有し処分する場合のように一一

「死とは死者と看取る者との関係のもとに成立する非知覚的な差異的統

一態」となる。
冊

以上、「人の死」が実在するという考え方に対して批判的に論じ、さら

に、「個人JI自己jの意識的・自覚的解体と人間関係のなかでの再構築
同

の必要を述べた。
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